
 
令和５年度 国営施設応急対策事業 

湖北地区余呉幹線水路大音工区改修工事 

 

現 場 説 明 書 

 

 

１ 契約事務に関する事項 

 

 (1) 入札（又は見積書の提出）について 

ア この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、競争参加資格確認通知書（指名競争の

場合は指名通知書、随意契約の場合は見積依頼書）、図面、仕様書、近畿農政局競争契約入札

心得（又は近畿農政局随意契約見積心得）、工事請負契約書（案）、農林水産省電子入札運用

基準標準例及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書（又は見積書）を提出するものとす

る。 

 

イ この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

    ウ 工事費内訳書の提出 

     ①第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提

出をするものとする。 

 

     ②電子入札方式の場合 

     工事費内訳書は農林水産省電子入札システムのホームページからダウンロードした工事

費内訳書作成ツールを用い、同ホームページからダウンロードした当該工事の工事費内訳

書雛形データにより作成するものとする。提出は、第１回の入札時に電子入札システムに

より行うこととする。なお、郵送又はFaxによるものは受け付けない。 

 

   ③紙入札方式の場合 

     工事費内訳書は競争参加確認（指名競争）通知後交付する資料の中の工事費内訳書雛形

の様式で作成するものとし、第１回の入札時に提出すること。なお、郵送又はFaxによるも

のは受け付けない。 

 

  エ 請負代金内訳書の提出 

      受注者は、発注者が請負代金内訳書（請負代金額の内訳書で、特別仕様書に定める数量

単位で、単価及び金額を併記したもの別紙様式１）の提出を求めた場合は、２週間以内に

発注者に提出しなければならない。 

      なお、本内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 



  オ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第86条の調査について  

   ①近畿農政局所管に係る工事の請負契約（予定価格が1,000万円を超えるものに限る。）につ

いて、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第８５条に基づいて作成され

た調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第８６条の調査（以下「低入札価格

調査」という。）を行うものとする。 

 

②調査基準価格は、土木工事及び家屋調査において次のとおりそれぞれ算出した額を合算し

た額とする。 

   【土木工事における調査基準価格】 

調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の(ｱ)～(ｵ)に掲げる額に、100 分の 110 を

乗じて得た額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に 10分の 9.2 を乗じて得た額を

超える場合にあっては、予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の

7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に 10分の 7.5 を乗じて得た額と

する。 

(ｱ) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

(ｲ) 共通仮設費の額に 10分の９を乗じて得た額 

(ｳ) 現場管理費の額に 10分の９を乗じて得た額 

(ｴ) 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額 

    (ｵ) 一括計上価格の額に 10 分の 10を乗じて得た額 

   【家屋調査における調査基準価格】 

調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の(ｱ)～(ｴ)に掲げる額に、100分の110を

乗じて得た額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の８を乗じて得た額を超

える場合にあっては、予定価格に10分の８を乗じて得た額とし、10分の６を乗じて得た額

に満たない場合にあっては、予定価格に10分の６を乗じて得た額とする。 

(ｱ) 直接人件費の額に10分の10を乗じて得た額 

(ｲ) 直接経費の額に 10分の 10を乗じて得た額 

(ｳ) その他原価の額に 10分の９を乗じて得た額 

(ｴ) 一般管理費等の額に 10 分の 4.8 を乗じて得た額 

 

③低入札価格調査においては、次の資料(ｱ)～(ｸ)及び(ｺ)の提出を求め、(ｹ)については関係

機関への照会等の調査を行う。資料は別紙様式２「予算決算及び会計令第86条の調査資料

（低入札価格調査）」により提出するものとする。また、必要に応じて(ｱ)～(ｺ)以外の説

明資料の提出を求める場合がある。 

 (ｱ) 当該価格で入札した理由 

 (ｲ) 入札金額の積算内訳 

     (ｳ) 手持ち工事の状況 

     (ｴ) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連 

    (ｵ) 手持ち資材の状況 

     (ｶ) 資材購入先及び購入先と入札者の関係 

     (ｷ) 手持ち機械の状況 



     (ｸ) 労働者の具体的供給見通し 

     (ｹ) 経営内容 

(ｺ) 建設副産物の搬出地 

 

(2) 契約の保証について 

ア 落札者は、工事請負契約書（案）の提出とともに、次の①から⑤までのいずれかの書類を提

出しなければならない。 

なお、契約保証の額は請負代金額の10分の１の金額以上（一般競争入札（WTO対象工事（450

万SDR）の場合は10分の３の金額以上）とする。 

ただし、予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額、保

証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の３の金額以上とする。 

①契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 

(ｱ) 保管金領収証書は「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を

払い込んで、交付を受けること。 

(ｲ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「近畿農政局歳入歳出外現金出納官吏 会計課課長

補佐 中村崇」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、契約担

当官等の指示に従うこと。 

(ｴ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第

29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過

している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｵ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求め

る旨の保管金払渡請求書を提出すること。 

 

   ②契約保証金に代わる担保としての有価証券（利付国債に限る。）に係る政府保管有価証    

券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書 

(ｱ) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行京都支店」に契約保証金の金額に相当

する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。 

(ｲ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「近畿農政局有価証券取扱主任官 

会計課課長補佐 中村崇」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約

担当官等の指示に従うこと。 

(ｴ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、政府保管有価証券は、会計

法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を

超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｵ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払

渡請求書を提出すること。 

 

③債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書 

(ｱ) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに



関する法律（昭和29年法律第195号）に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会

社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中

央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れ

を行う組合（以下「銀行等」という。）又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称

する。）とする。 

(ｲ) 保証書の宛名の欄には 「支出負担行為担当官 近畿農政局長 安東隆」と記載する

ように申し込むこと。 

(ｳ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いである

こと。 

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が

記載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 

(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 

(ｷ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるものとする

こと。 

(ｸ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等

の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｹ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた

保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証

金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

(ｺ) 銀行等と保証契約を締結した受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書（変更

契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀行等に返還するものとす

る。 

 

   ④債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する

保証である。 

(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿農政局長 安東

隆」と記載するように申し込むこと。 

(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

が記載されるように申し込むこと。 

(ｴ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 

(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとする。 

(ｶ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合の

取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 

(ｷ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保

証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金

額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

  



⑤債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険で

ある。 

(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

(ｳ) 保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 近畿農政局長 安東隆」と記載す

るように申し込むこと。 

(ｴ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が

記載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、契約保証の額に相当する金額であること。 

(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとする。 

(ｷ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約

担当官等の指示に従うこと。 

(ｸ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保

険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金

額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 

 

  イ ア③の金融機関等の保証に係る保証書、同④の公共工事履行保証証券に係る証券又は同⑤

の履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって金融機関等が定め契約担当

官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券

を提出したものとみなす。 

 

  ウ 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証

書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等

は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、

可能な限り電子契約システムを介して提供する。 

なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用

いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確

認し、指定された手順を踏むこと。 

※電子証書等 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）により発行された保証書又は証券をい

う。 

※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供する

ために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービ

スであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 

※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 

※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードを

いう。 

 



エ アの規定にかかわらず、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の２第１項

第１号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合

は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 

 

(3) 前払金の保証について 

前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サー

ビス上にアップロードされた電子証書（電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同

じ。）を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当

官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認

証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 

 

(4) 工期変更の場合の保証事業会社に対する通知について 

前払保証約款第７条の２に基づく工期変更の被保証者（発注者）から保証事業会社に対する

通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、工期変更に係る工事請負契約書の写し

を送付するものとする。 

 

 (5) 工事請負契約書（案）について 

ア 第１８条、第１９条、第２０条 

設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設

計変更を伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の

末及び工期の末）に行う。 

 

イ 第２５条 

第５項（単品スライド条項）の適用については、その運用マニュアル（案）を近畿農政局の

ホームページに掲載している。 

ホームページアドレス：https://www.maff.go.jp/kinki/soumu/kaikei/order/index.html 

 

ウ 第２９条 

数次にわたる損害額の累積が請負代金の１／100を超える場合の各々の損害額については、

累積損害の場合の累積する各々の損害額の最低限は１つの損害額が損害を受けた時点の請負

代金額の５／1000以上（ただし５／1000の額が２０万円を超える場合は２０万円）かつ損害

額が１０万円以上とする。 

なお、天災その他不可抗力による損害が生じるおそれがあると判断される場合には、火災

保険、工事保険等に加入すること。 

 

エ 第３４条 

①既済部分払を選択した場合には、中間前払金の支払請求はできない。 

②中間前金払に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の１／２（国庫債務負担行為に基づ

く契約にあっては、当該年度の工事実施期間の１／２）を経過し、かつおおむね工程表に

よりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面でも１／２（国庫債務負



担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の１／２）以上である場合に行

うものとする。 

 

オ 第３５条 

第１項において、第３４条第６項の規定により、前払金超過額を返還する場合における前

払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額

は減額後の前払金額を下回らない額とする。 

 

カ 第３７条 

中間前金払を選択した場合には、既済部分払金の支払請求はできない。 

 

  キ 第４５条の２ 

     本契約に関し、受注者が第４５条の２のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請

求に基づき、請負代金額の10分の１（予算決算及び会計令第８６条に規定する調査を受けた

者との契約については請負代金額の10分の3に相当する額）を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。 

 

ク 第５２条 

管轄建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣

許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工

事紛争審査会とする。 

 

ケ 第５３条 

仲裁合意書は、契約締結時に２通作成し当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  コ 契約条件 

  ① 支  払  前 金 払  有り（請負代金額の４／10以内） 

（予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者と

の契約については請負代金額の10分の２以内）               

           中間前金払  有り（請負代金額の２／10以内） 

            部 分 払   １回  

          出来高部分払（180日を超える工事について適用） 

                 請求の上限回数＝工期／90（端数は切り捨て） 

                    

    ②中間前金払と既済部分払に関することについて 

請負代金が1,000万円以上であって、かつ、工期が150日を超える工事については、中間

前金払と既済部分払のいずれかを選択するものとする。 

また、工期が180日を超える工事については、中間前金払と部分払もしくは出来高部分払

のいずれかを選択するものとする。 

ただし、翌年度にわたり債務を負担することとなる工事については、中間前金払を選択



することはできない。 

また、その選択については、落札決定後、工事請負契約書を提出するまでに申し出るも

のとし、その後においては変更することができない。 

なお、債権譲渡申請が承諾された以降は、中間前金払又は既済部分払を請求することが

できず、その後において変更することができない。 

 

③契約書作成期限      落札決定の日の翌日から７日以内（土日祝日除く） 

 

④工事の着手        契約締結の日から余裕期間を加味した日 

             余裕期間については、特別仕様書第２章５. 工期を参照。 

 

⑤工事期間         着工の日から279日以内 

 



２ 指示事項 

 

(1) 適切な技術員の配置 

ア 建設業法の規定に基づき工事現場毎に設置が義務づけられている主任技術者又は監理技術

者は、適切な資格及び技術力等を有し、受注者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者を配置

すること。 

 

イ 建設業法第２６条第２項の規定に該当する場合（下請契約の総額が土木一式工事にあって

は4,500万円以上、建築一式工事にあっては7,000万円以上）には、監理技術者を配置するこ

と。 

 

ウ 建設業法第２６条第３項の規定に該当する場合（土木一式工事にあっては請負金額が4,000

万円以上、建築一式工事にあっては8,000万円以上）には、配置する主任技術者又は監理技術

者は専任でなければならない。 

 

エ 受注者が経常建設共同企業体である場合には、前ア～ウにより主任技術者又は監理技術者

を専任で配置した構成員以外の各構成員は、少なくとも専任の主任技術者を配置すること。 

ただし、工事１件の請負金額が土木一式工事にあっては１億 2,000 万円（建築一式工事に

あっては２億 4,000 万円）未満の場合には兼任で配置することで足りる。 

 

(2) 労働災害の防止について 

 厚生労働省労働基準局長より「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」（平

成19年3月22日付け基発0322003号）で、建設業関係団体に通知されているところであるが、一

層推進するよう努めること。 

ア  工事の計画段階における安全衛生の確保 

イ  安全衛生管理体制の整備等 

ウ  工事用機械設備に係る安全性の確保 

エ  適正な方法による作業の実施 

オ  安全衛生教育等の推進 

カ  労働衛生対策の徹底 

キ  建設業附属寄宿舎 

ク  出稼労働者の労働条件確保 

 

(3) 一括下請負の禁止 

  受注者は、工事請負契約書第６条（一括委任又は一括下請負の禁止）及び公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律第12条（一括下請負の禁止）の規定に抵触する行為が行わ

れることのないようこれを厳守すること。 

 

(4) 施工体制の点検について 

  発注者が農林水産省制定「土木工事共通仕様書」第１編第１章第１節総則１－１－14及び「施



設機械工事等共通仕様書」第１章第１節１－１－15に基づき、受注者から提出された施工体制

台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を行う場合があるので、これに応ず

ること。 

 

(5) 労働福祉の改善等について 

建設労働者の福祉の向上を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度

及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

 

(6) 被災農林漁業者の優先雇用について 

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震・台風等被災地域の被

災農林漁業者の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 

   なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を

行なうので、受注者は協力すること。 

①工事着手時点における雇用見込人数 

②月毎の雇用実績人数 

 

(7) 元請、下請関係の合理化について 

 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」

において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、

適正な契約の締結、代金支払い等の適正化（請負代金の支払をできる限り早くすること、でき

る限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内（出来高部分払を採用す

る場合は90日以内）でできる限り短い期間とすること、前金払制度の趣旨を踏まえ下請け契約

における受注者に対して相応する額を速やかに現金で前金払するよう配慮すること、等。なお、

資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮を行う。）、適正な

施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。 

 

  (8) 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について 

建設投資の低迷や金融機関による不良債権処理の加速等により、建設業は非常に厳しい環境

に直面し、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は資金繰りの悪化及び連鎖倒産等の

問題に直面していることを踏まえ、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資

制度に係る事務取扱いについて」において、従来から実施してきた下請セーフティネット債務

保証事業の対象範囲の拡大が図られたので、適切な運用に努めること。 

 

(9) 建設業退職金共済制度について 

ア 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、

建退共制度の対象となる労働者に係る共済証紙（以下「証紙」という。）を購入し、当該労働

者の共済手帳に証紙を貼付するものとする。 

 

イ 受注者は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書の規定に基づき、建退共制

度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後１ケ月以内に発注者に



提出すること。 

ただし、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじ

めその事由及び証紙の購入予定を併せて申し出ること。 

 

ウ 受注者は、イの申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合などにおいて、

証紙を追加購入したときは、当該証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。 

  なお、イの申し出を行った場合又は請負代金の増額変更があった場合において、証紙を追

加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

 

エ 発注者は、証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を

求めることがある。 

 

オ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請

業者が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る証紙をあわせて購入し現物により交付

すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建

退共制度への加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。 

 

カ 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請

業者に建退共制度への加入手続き、証紙を共済手帳へ貼付するなどの事務の処理を委託する

方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 

 

キ 受注者は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が発行する建設業退職金共済

制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識を現場事務所又は工事現場の出入口等見

やすい場所に掲示すること。 

 

ク 建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指

名等において考慮することがある。 

 

(10) ダンプトラック等による過積載等の防止について 

ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

 

イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

 

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不

当に害することのないようにすること。 

 

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不法改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りするこ

とのないようにすること。 

 

オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故等の防止等に関する特別措置法」（以下「法」



という）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入

者の使用を促進すること。 

 

カ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠

けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを

排除すること。 

 

キ 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

 

 (11) 不法無線局について 

不法無線局（電波法に基づく免許を受けないで開設した無線局）を設置した車両は工事現場

周辺他で電波障害等を引起こすため、受注者は電波法令を厳守すること。 

なお、受注者は、地方総合通信局から協力要請があったときは、これに協力すること。 

 

 (12) 特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等 

ア 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年５月31日法律第

104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材廃棄物の分別解体等及

び再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事の落札者は、建設リサイクル法

第12条に基づく説明書（別紙様式４及び別表３）を発注者に提出し、その内容の説明を行わ

なければならない。 

 

イ また、建設リサイクル法第13条に基づき、請負契約の当事者が、(1)分別解体等の方法、(2)

解体に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費

用を工事請負契約書に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。 

 

ウ なお、工事請負契約書に記載する内容は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される

ものであるため、発注者が示す施工方法と別の方法が記載された場合でも変更の対象とはし

ないものとする。 

  ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない場合は、発注者と協議す

るものとする。 

 

 (13) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について 

ア 暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断

固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとと

もに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 

イ アにより警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した書面により発注者に報告すること。 

 

ウ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合



は、発注者と協議を行うこと。 

 

 (14) 適正なコンクリート工事の実施について 

    土曜日、日曜日、祝日のコンクリート打設は、緊急を必要とする場合を除いて、原則として

行わないものとする。やむを得ずコンクリートを打設する場合は、事前に作業内容及び理由等

を記載した休日作業届けを監督職員に提出すること。 

 

 (15) 間伐材等木材の利用促進について 

農林水産省は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号）

を推進するため、平成22年12月28日に策定した「新農林水産省木材利用推進計画」に基づき、

木材利用の促進を図ることとしている。 

ついては、工事用の看板や標識、残存型枠及び木柵等の工事については間伐材等木材利用の

促進に努めること。 

 

(16) 工事書類の簡素化について 

農林水産省農村振興局が所管する直轄土地改良事業等の請負工事における受注者の業務及

び発注者の監督・検査の合理化を目的に「提出書類の見直し」、「様式の統一」などを行い、

農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/）に提出書

類様式を編集可能な形式（Word、Excel）で掲載したので、農林水産省ホームページからダウン

ロードして使用するものとする。 

 

 (17) 工事における余裕期間について 

  ア  本工事は、着手期限日の前日（令和６年６月４日）まで余裕期間を見込んでおり、余裕期

間内の技術者等（現場代理人を含む）の配置を要しないものとする。 

  イ  本工事の入札時における積算上の工期は、着手期限日（令和６年６月５日）から工期末（令

和７年３月10日）としている。 

 

  (18) 架空線の防護措置について 

 架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管

理者との協議により必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。 

 

    



 

３．補足事項 

補足事項は次のとおりであるが、設計図書（図面、仕様書、本現場説明書等）について質問があっ

た場合は別紙様式５により回答する。 

（１）材料の着荷地点 

施工ヤード内を想定している。 

 

（２）土砂等の流出防止対策 

通常の作業工程では必要がないと想定している。 

 

（３）関係機関との調整 

本工事における協議関係については現在協議中であり、成立時期は以下の通りを予定している。 

協議内容 協議機関等 成立日（予定） 備考 

市道 長浜市 令和６年６月  

下水道 長浜市 令和６年６月  

砂防 滋賀県長浜土木事務所 令和６年６月  

（河川区域内）河川

保全区域内施工 

滋賀県長浜土木事務所 

長浜市 

令和６年６月  

土地改良財産 湖北土地改良区 令和６年６月  

土壌汚染対策法 滋賀県湖北環境事務所 令和６年６月  

   なお、下水道等の施設に関して試掘を実施することとなった場合は、その対応を行うものとし、 

契約変更の対象とする。 

 また、河川区域内の工事実施に当たっては、管理者による設置後の検査及び撤去後の検査を受け

ることとしている。 

 

（４）除雪 

除雪作業に係る費用は計上していないが、契約後、除雪が必要となった場合は、監督職員と協議

し、契約変更の対象とする。 

 

（５）交通誘導員 

交通誘導員の延べ人員は、交通誘導員B：167人（参考数量）を想定している。 

   なお、条件変更等、必要と認められる場合は監督職員と協議し契約変更の対象とする。 

 

（６）道路の維持管理 

市道等の維持管理は、適正な維持管理に努めるものとし補修等の費用は計上していないが、補修

等が必要となった場合は、監督職員と協議し契約変更の対象とする。 

あわせて、特別な防塵対策は計上していないが、現地状況等により、追加の対策が必要となった

場合は監督職員と協議するものとする。 

また、仮設道路の維持管理も適正な維持管理に努めるものとし補修等の費用は計上していない

が、現地盤が軟弱であるため、補修等が必要となった場合は、監督職員と協議し契約変更の対象と

する。 

 

（７）建設副産物処理費 

コンクリート殻（鉄筋）         2,500円／m3 

コンクリート殻（無筋）        2,400円／m3 

アスファルト殻            4,700円／m3 



 

廃プラスチック（FRPM管）          104円／kg 

（受け入れ条件：1.5m以内に切断、4t車以内による搬入） 

廃プラスチック（土木シート）      100円／kg 

廃プラスチック（塩ビ管）       9,000円／m3 

建設発生土（粘性土）          2,700円／m3 

建設汚泥（泥水）            5,500円／m3 

 

（８）施工効率向上対策 

近畿農政局土木工事共通事項書第２節 共通記載事項７．（３）に係る建設コンサルタントの

出席に要した経費は、別途契約により対応することとする。 

 

（９）積算における工種区分等について 

本工事の積算における工種区分は農林水産省農村振興局制定「土地改良事業等請負工事積算基

準」の第３別表１に掲げる「管水路工事」、単価適用年月は「令和６年３月」、地区区分は

「滋賀、長浜市」を適用している。 

 

（10）工事における受発注者間の情報共有システム活用の試行について 

工事の情報共有システムのアカウント数等は次のとおり想定しており、費用は共通仮設費率に含

まれている。 

① アカウント数 アカウント数10ユーザー 

② 使用容量の上限 5GB 

③ 使用期間 10ヶ月 

 

（11）賃料機械及び仮設材賃料の長期割引について 

      本工事の積算における賃料機械及び仮設材賃料の長期割引については、以下に示すものについて適

用している。なお、詳細については農林水産省農村振興局制定「土地改良工事積算基準（土木工

事）」の運用事項に記載のとおりである。 

【賃料機械】 

 バックホウ（山積0.8m3・平積0.6m3） 適用工種 土工、撤去復旧工 

 バックホウ（クレーン・山積0.80m3） 適用工種 管水路工（開削区間）、撤去復旧工、水替工 

地域用水仮設設備、工事用地等造成復旧工 

トラッククレーン（4.9t吊）      適用工種 管水路工（開削区間）、地盤改良仮設工 

ラフテレーンクレーン（16t吊）    適用工種 管水路工（鞘管区間） 

ラフテレーンクレーン（25t吊）    適用工種 地盤改良工、撤去復旧工、田居CS仮設閉塞工 

                        土留工 

発動発電機（2kVA、35kVA、60kVA）   適用工種 水替工 

発動発電機（100kVA、125kVA）     適用工種 地盤改良工 

  【仮設材賃料】 

① 鋼矢板        適用工種 土留工 

② Ｈ形鋼        適用工種 田居CS仮設閉塞工、土留工 

③ 鋼製山留材      適用工種 地盤改良仮設工、下水道保護工 

④ 敷鉄板        適用工種 工事用地等造成復旧工、地盤改良仮設工 

⑤ 水中ポンプ      適用工種 水替工、地域用水仮設設備 

⑥ バリケード      適用工種 道路安全対策工 

 

（12）鞘管工法 

本工事の鞘管工法の施工に係る積算は、見積もり歩掛により算出している。 

なお、その妥当性を検証するため「見積施工歩掛実態調査」を行うので協力するものとする。 

 



 

（13）地盤改良 

本工事の地盤改良施工に係る積算は、見積もり歩掛により算出している。 

なお、工法は、深層混合処理工法の二重管式高圧噴射攪拌工法（Ｖ－ＪＥＴ工法）を想定してい

る。 

また、その妥当性を検証するため「見積施工歩掛実態調査」を行うので協力するものとする。 

 

（14）ジオテキスタイルスラストブロック 

本工事のジオテキスタイルの施工に係る積算は、見積もり歩掛により算出している。 

なお、その妥当性を検証するため「見積施工歩掛実態調査」を行うので協力するものとする。 

 

（15）地域用水仮設ポンプ 

地域用水仮設ポンプの供用日数はそれぞれ125日間と想定している。なお、協議あるいはその他の

要因等により日数の変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

（16）追加工事 

草野幹線水路三田工区（長浜市三田町）において、管水路の改修工事（L=14.0m）を追加すること

がある。 

 

（17）家屋調査 

１）農林水産省制定「土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領」を適用することとし、価格

積算基準、標準歩掛は以下のとおりとする。 

なお、詳細は以下URL参照（土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領：農林水産省 

(https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/hosyo/yc_yoryo.html)のこと。 

・積算体系：別記（Ⅱ）価格積算基準 第２ 用地調査業務 を適用している。 

・標準歩掛：別記３標準歩掛（用地調査）【作業計画等】【地盤変動影響調査等】を適用してい

る。 

２）旅費交通費の積算上の基地 

        本調査における積算基地は、滋賀県大津市である。 

３）現地作業旅費交通費の積算 

    調査作業における外業は、通勤によるものとし、交通費としてライトバン経費を想定している。 

 また、現場作業（外業）は、５日（高速道路使用）を見込んでいる。 

４）打合せ旅費交通費及び日額の積算 

打合せは通勤で行うものとし、湖東平野農業水利事業所湖北支所（滋賀県東近江市）での打合

せとし、交通費として公共交通機関の運賃を想定している。 

   また、打合せに要する日額として、打合せ１回につき人員１人当たり0.5日(移動時間を含む)を計

上している。 

なお、打合せは計３回、配置人員は以下のとおり想定しており、打合せ回数や打合せ場所等の

変更を行う場合は、監督職員と協議のうえ契約変更の対象とする。 

回  数 職    種 備考 

着 手 前 主任技師、技師（Ａ）、技師（Ｂ） 

 

中   間 〃  

最   終 〃  

 

５）本調査の作業量の目安は、土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）で定義される職種に換

算して、次のとおり見込んでいる。 



 

作業項目 業務量（人） 備考 

作業計画 0.81 技師A換算 

現地踏査 0.96 〃 

事前調査 

木造建物調査 建物内部の調査を行う場合 

（木造建物Ａ）70㎡以上130㎡未満 
7.36 〃 

事前調査 

木造建物調査 建物内部の調査を行う場合 

（木造建物Ａ）130㎡以上200㎡未満 
4.77 〃 

事前調査 

非木造建物調査 建物内部の調査を行う場合 

（非木造建物ハ）200㎡未満 
7.78 〃 

事前調査 

工作物 
0.19 〃 

計 21.87 〃 

＊業務量は、令和5年度調査設計業務等技術者基準日額を基に算出した換算値である。 

 

    ６）諸経費率は、53.85%を見込んでいる。 

 



公表単価一覧表

No. 名　称 仕　様 ・ 規　格 単位 単　価（円） 備　考

1 鋼製曲管
STW400 1100A×t6.0×67ﾟ59'45"×
3100×1960

本 4,390,000 図面番号5

2 鋼製曲管
STW400 1100A×t6.0×16ﾟ57'44"×
1000×1000

本 1,950,000 図面番号5

3 鋼製曲管レジューサー
STW400 1100A×940A×t6.0×1300（同
心）

本 1,760,000 図面番号5

4 K形受口普通押輪 1100A 個 38,500 図面番号5

5 巻込鋼管（直管） SS400 940A×t7.0×5000 本 1,080,000 図面番号6

6 巻込鋼管（短管） SS400 940A×t7.0×1600 本 513,000 図面番号6

7 巻込鋼管（片テーパー付直短管）
SS400 940A×t7.0×4500
Lmax=4508

本 1,010,000 図面番号6

8 巻込鋼管（片テーパー付直短管）
SS400 940A×t7.0×3811
Lmax=3819

本 901,000 図面番号6

9 巻込鋼管（片テーパー付短管）
SS400 940A×t7.0×2090
Lmax=2099

本 611,000 図面番号6

10 巻込鋼管（片テーパー付短管）
SS400 940A×t7.0×1542
Lmax=1553

本 525,000 図面番号6

11 巻込鋼管（片テーパー付短管）
SS400 940A×t7.0×1250
Lmax=1258

本 475,000 図面番号6

12 巻込鋼管（片テーパー付短管）
SS400 940A×t7.0×1890
Lmax=1901

本 579,000 図面番号6

13
巻込鋼管（片テーパー付グラウトホール付
短管）

SS400 940A×t7.0×1000 Lmax=1011 本 596,000 図面番号6

14 巻込鋼管（グラウトホール付直短管） SS400 940A×t7.0×3980 本 1,070,000 図面番号6

15 巻込鋼管（グラウトホール付直短管） SS400 940A×t7.0×5000 本 1,260,000 図面番号6

16 巻込鋼管（グラウトホール付短管） SS400 940A×t7.0×1600 本 696,000 図面番号6

17 巻込鋼管（グラウトホール付短管） SS400 940A×t7.0×1250 本 637,000 図面番号6

18 ストッパー付短管（3分割） SS400 940A×t7.0×250 本 340,000 図面番号7-1

19 裏当金 954A SS400 38×t6.0×3016 2つ割 組 18,100 図面番号7-2

20 土木用摩耗低減剤塗布費 材料費・施工費 m2 8,764 図面番号3

21 鋼製架台（損料） 940A×5000L用 式 355,000

22 送風機 120m3/144m3/分 日 990

23 ウインチ 22kW×3t 日 6,130

24 先導金具 個 15,000

25 レベル 3級 日 2,500

26 ゴムスペーサーA 個 11,100 図面番号7-3（ゴムライナー）

27 ゴムスペーサーB 個 10,100 図面番号7-3（ゴムライナー）

28 急結モルタル kg 700 図面番号7-1

29 高発泡ポリエチレン 式 12,000 図面番号7-1

30 気泡発生装置 日 10,000

31 ポンプ消耗品 圧力計、ボールコック他 式 38,200

工事に係る見積による建設資材単価の公表について

　近畿農政局で発注する下記対象工事の予定価格算定に使用する建設資材単価のうち、見積により決定された単価
について公表します。
　ただし、本単価については対象工事のみに適用されるものですので、留意願います。

対象工事：令和５年度国営施設応急対策事業　湖北地区余呉幹線水路大音工区改修工事
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No. 名　称 仕　様 ・ 規　格 単位 単　価（円） 備　考

32 ジオテキスタイル材料 HMT-100　縫製加工 m2 3,740 図面番号8　ジオテキスタイル

33 結束ロープ 本 120 図面番号8　　　　　〃

34 鋼製枠 H0.3×L2.0 組 3,000 図面番号8　　　　　〃

35 材料費（固化剤） 標準タイプ ｍ3 18,000 地盤改良

36 削孔用損耗材料費【V1】 粘 性 土 ｍ 1,381 　　〃

37 削孔用損耗材料費【V2】 粘 性 土 ｍ 1,895 　　〃

38 削孔用損耗材料費【V3】 粘 性 土 ｍ 3,507 　　〃

39 造成損耗材料費【V1】 造成 ｍ3 10,215 　　〃

40 造成損耗材料費【V2】 造成 ｍ3 14,212 　　〃

41 造成損耗材料費【V3】 造成 ｍ3 19,145 　　〃

42 造成損耗材料費【V1】 プレジェット ｍ3 4,086 　　〃

43 造成損耗材料費【V2】 プレジェット ｍ3 5,685 　　〃

44 造成損耗材料費【V3】 プレジェット ｍ3 7,658 　　〃

45 Ｖ－ＪＥＴマシン損料【V3】 自動引上げ式 日 68,800 　　〃

46 Ｖ－ＪＥＴマシン損料【V1】【V2】 自動引上げ式　35.5kw 日 39,000 　　〃

47 Ｖ－ＪＥＴマシン損料 回転制御装置 日 10,700 　　〃

48 超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料【V1】【V2】 圧力35MPa、180L/分 日 95,200 　　〃

49 超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料【V3】 圧力35MPa、270L/分 日 159,000 　　〃

50 二重管モニター損料【V1】 特殊揺動モニター 日 126,700 　　〃

51 二重管モニター損料【V2】 特殊揺動モニター 日 155,800 　　〃

52 二重管モニター損料【V3】 特殊揺動モニター 日 250,800 　　〃

53 二重管モニター損料【V3】 特殊揺動モニター（360°） 日 167,000 　　〃

54 ボーリングポンプ 200L/分 日 4,920 　　〃

55 固化剤サイロ 30ｔ移動型 日 12,500 　　〃

56 セメントスラリープラント 24ｍ
3
/時間 日 54,900 　　〃

57 セメントスラリープラント 40～48ｍ
3
/時間 日 78,500 　　〃

58 補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 808 　　〃

59 流量計 0～400L/分 日 9,040 　　〃

60 集塵機 60ｍ3/分 日 2,670 　　〃

61 サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 5,900 　　〃

62 水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 546 　　〃

63 水中ポンプ 口径80㎜、揚程20ｍ 日 698 　　〃

64 水中ポンプ 口径50㎜、揚程30ｍ 日 1,092 　　〃

65 用水費 ｍ3 350 　　〃

66 特許料金 m3 800 　　〃

67 機械据付費 式 2,356,000 　　〃

68 運搬費 式 2,528,000 　　〃

2/16



No. 名　称 仕　様 ・ 規　格 単位 単　価（円） 備　考

69 山砂（SF相当） m3 4,500 図面番号11-2, 3
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鞘管工法歩掛表

１． FRPM管切断（縦断方向半割） φ1100×22t （4.84m当たり）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.60

② 普通作業員 人 1.66

③ 特殊作業員 人 0.96

④ パイプカッター 日 0.74

⑤ 諸雑費 ①～③の5% % 5.00
諸雑費にカッターの損料
を含む

1日当たりの施工量 4.84 ｍ

２． 管引込設備費（設置撤去） （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 2.00

② 普通作業員 人 8.00

③ 特殊作業員 人 4.00

④ 溶接工 人 1.50

⑤ 電工 人 1.50

⑥ クレーン作業 16t ラフター 日 2.00

⑦ 鋼製架台 940A　5m 式 1.00

⑧ 雑材料 ①～⑤の10% % 10.00

３． 換気設備設置撤去費 （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 1.00

② 普通作業員 人 4.00

③ 溶接工 人 1.00

④ 電工 人 1.00

⑤ 諸雑費 ①～④の10％ ％ 10.00

⑥ 管内送風工 120㎥/144㎥/分 日 58.00 必要日数

1日当たりの施工量 0.5 箇所
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４． 管吊込引込費 （32.2m当たり）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 1.00

② 特殊作業員 人 4.00

③ 配管工 人 3.00

④ トラッククレーン 16t ラフター 日 1.00

⑤ ウインチ 22KW 3t 日 1.00

⑥ 先導金具 個 4.00

⑦ 諸雑費 ①～③の10％ % 10.00

1日当たりの施工量 32.20 ｍ

５． 管据付費 φ940（巻込鋼管） （10.4m当たり）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.50

② 溶接工 人 2.00

③ 特殊作業員 人 4.00

④ チェーンブロック 3t 日 1.00

⑤ レバーブロック 3t 日 1.00

⑥ 溶接機損料 300A 日 1.00

⑦ 溶接棒 kg 5.00

⑧ 電力料 kW 18.20

⑨ ゴムスペーサーA 個 4.70

⑩ ゴムスペーサーB 個 9.50

1日当たりの施工量 10.40 ｍ

６． 拡管工 φ940（巻込鋼管） （24.0m当たり）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.50

② 特殊作業員 人 3.00

③ 溶接工 人 2.00

④ 油圧ジャッキ 日 1.00

⑤ 計測機器 日 1.00

1日当たりの施工量 24.00 ｍ

5/16



７． 溶接工（裏当金・円周） φ940（巻込鋼管） （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 溶接工 人 1.07

② 特殊作業員 人 1.96

③ 土木一般世話役 人 0.89

④ 材料費及び器具損料 ①～③の5% % 5.00

1日当たりの施工量 0.93 箇所

８． 溶接工（内面・円周） φ940（巻込鋼管） （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 溶接工 人 1.06

② 特殊作業員 人 1.93

③ 土木一般世話役 人 0.87

④ 材料費及び器具損料 ①～③の4% % 4.00

1日当たりの施工量 0.94 箇所

９． 溶接工（内面・縦断方向） φ940（巻込鋼管） （1リング(2.95m)当たり）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 溶接工 人 1.07

② 特殊作業員 人 1.96

③ 土木一般世話役 人 0.89

④ 材料費及び器具損料 ①～③の4.5% % 4.50

１０． 内面塗装工（内面・円周） φ940（巻込鋼管） （0.63箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 塗装工 人 1.60

② エポキシ樹脂 無溶剤エポキシ kg 1.53

③ 消耗品及び器具損料 ➁の75% % 75.00

1日当たりの施工量 0.63 箇所

１１． 内面塗装工（内面・縦断方向） φ940（巻込鋼管） （0.62㎡当たり）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 塗装工 人 1.60

② エポキシ樹脂 無溶剤エポキシ kg 2.16

③ 消耗品及び器具損料 ➁の75% % 75.00

1日当たりの施工量 0.62 ㎡
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１２． グラウト止め工 φ1100×φ940（巻込鋼管） （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.25

② 特殊作業員 人 0.25

③ 普通作業員 人 0.25

④ 左官 人 0.25

⑤ 急結モルタル kg 75.00

⑥ 高発砲ポリエチレン 式 1.00

⑦ 諸雑費 ①～④の10％ % 10.00

1日当たりの施工量 5 箇所 　　

１３． 管末処理工 φ1100×φ940（巻込鋼管） （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 2.00

② 特殊作業員 人 8.00

③ 溶接工 人 2.00

④ 塗装工 人 2.00

⑤ 左官 人 1.00

⑥ 急結モルタル kg 51.00

⑦ 無溶剤形エポキシ樹脂 kg 0.30

⑧ 諸雑費 ①～⑤の5％ % 5.00

1日当たりの施工量 0.5 箇所 　　

１４． グラウト充填工 （9.81ｍ3当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 1.00

② 特殊作業員 人 4.00

③ 普通作業員 人 6.00

④ エアミルク材料 見積対象外 m3 見積対象外

⑤ グラウトポンプ損料
横型2連動11.2kW型
吐出量200L/分

日 1.00

⑥ グラウトミキサ損料
並列槽式2.0kW
200L/分

日 1.00

⑦ 発動発電機 45KVA 日 1.00

⑧ 電磁流量計 0～12L/min　0～5.9MPa 日 1.00

⑨ 気泡発生装置 日 1.00

⑩ コンプレッサー 日 1.00

⑪ ポンプ消耗品 圧力計、ボールコック他 式 1.00

⑫ 諸雑費 ⑤～⑪の15％ % 15.00

1日当たりの施工量 9.81 ｍ3
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１５． グラウトホール処理工 （10箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 1.00

② 特殊作業員 人 1.00

③ 溶接工 人 1.00

④ 塗装工 人 1.00

⑤ 諸雑費 ①～④の10％ % 10.00

1日当たりの施工量 10 箇所
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ジオテキスタイルスラストブロック工歩掛表

１． ジオテキスタイル敷設 （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.04

② 普通作業員 人 0.22

③ 特殊作業員 人 0.11

④ ジオテキスタイル材料 HMT-100 m2 33.37

⑤ 諸雑費 ①～④の5% % 5.00

２． ジオテキスタイル結束 （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.03

② 普通作業員 人 0.29

③ 特殊作業員 人 0.15

④ 結束ロープ 本 232.00

⑤ 諸雑費 ①～③の5% % 5.00

３． 鋼製枠組立・設置 （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 3.72

② 普通作業員 人 37.20

③ 特殊作業員 人 18.60

④ 鋼製枠 H0.3m×L2.0m 組 25.00

⑤ 雑材料 ①～④の7% % 7.00

４． まき出し・敷均し・締固め （1箇所当り）

番号 名称 規格 単位 数量 摘要

① 土木一般世話役 人 0.11

② 普通作業員 人 0.23

③ 特殊作業員 人 0.46

④ タンパ締固め m3 5.52

⑤ 埋戻材 C-40 m3 5.52

⑥ 諸雑費 ①～④の10％ % 10.00
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地盤改良歩掛表

音①　鞘管区間L=12.600m

改良径：90°－ｒ3.5m　改良深：1.500m　掘削深：3.900m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.37
特 殊 作 業 員 人 1.09
普 通 作 業 員 人 1.09
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.73
材料費 標準タイプ ｍ3 2.18
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 2.90
造成損耗材料費 造成 ｍ3 2.18

プレジェット ｍ3 0.81
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.37

回転制御装置 日 0.37
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.37
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.37

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.37
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.37
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.37
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.37

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.37
流量計 0～400L/分 日 0.37
集塵機 60ｍ3/分 日 0.37
水槽 5ｍ3 日 0.37
〃 30ｍ3×2台 日 0.73
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.37
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.73
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.37
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.37
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.09
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.37 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.37 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.37
動力費 ℓ 198 上記※を除く
用水費 ｍ3 7.10
特  許  料  金 ｍ3 3.608

改良径：180°－ｒ3.5m　改良深：1.500m　掘削深：3.900m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.39
特 殊 作 業 員 人 1.15
普 通 作 業 員 人 1.15
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.77
材料費 標準タイプ ｍ3 3.07
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 2.90
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.07

プレジェット ｍ3 1.35
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.39

回転制御装置 日 0.39
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.39
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.39

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.39
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.39
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.39
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.39

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.39
流量計 0～400L/分 日 0.39
集塵機 60ｍ3/分 日 0.39
水槽 5ｍ3 日 0.39
〃 30ｍ3×2台 日 0.77
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.39
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.77
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.39
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.39
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.15
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.39 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.39 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.39
動力費 ℓ 209 上記※を除く
用水費 ｍ3 8.10
特  許  料  金 ｍ3 7.216
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地盤改良歩掛表

音②　鞘管区間L=29.063m

改良径：90°－ｒ3.5m　改良深：1.500m　掘削深：4.200m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.38
特 殊 作 業 員 人 1.12
普 通 作 業 員 人 1.12
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.75
材料費 標準タイプ ｍ3 2.18
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 3.20
造成損耗材料費 造成 ｍ3 2.18

プレジェット ｍ3 0.81
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.38

回転制御装置 日 0.38
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.38
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.38

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.38
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.38
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.38
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.38

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.38
流量計 0～400L/分 日 0.38
集塵機 60ｍ3/分 日 0.38
水槽 5ｍ3 日 0.38
〃 30ｍ3×2台 日 0.75
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.38
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.75
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.38
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.38
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.12
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.38 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.38 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.38
動力費 ℓ 204 上記※を除く
用水費 ｍ3 9.40
特  許  料  金 ｍ3 3.608

改良径：180°－ｒ3.5m　改良深：1.500m　掘削深：4.200m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.39
特 殊 作 業 員 人 1.18
普 通 作 業 員 人 1.18
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.79
材料費 標準タイプ ｍ3 3.07
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 3.20
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.07

プレジェット ｍ3 1.35
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.39

回転制御装置 日 0.39
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.39
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.39

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.39
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.39
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.39
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.39

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.39
流量計 0～400L/分 日 0.39
集塵機 60ｍ3/分 日 0.39
水槽 5ｍ3 日 0.39
〃 30ｍ3×2台 日 0.79
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.39
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.79
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.39
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.39
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.18
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.39 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.39 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.39
動力費 ℓ 209 上記※を除く
用水費 ｍ3 8.30
特  許  料  金 ｍ3 7.216
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改良径：90°－ｒ4.0m　改良深：1.500m　掘削深：4.200m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.38
特 殊 作 業 員 人 1.12
普 通 作 業 員 人 1.12
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.75
材料費 標準タイプ ｍ3 2.18
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 3.20
造成損耗材料費 造成 ｍ3 2.18

プレジェット ｍ3 0.81
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.38

回転制御装置 日 0.38
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.38
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.38

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.38
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.38
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.38
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.38

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.38
流量計 0～400L/分 日 0.38
集塵機 60ｍ3/分 日 0.38
水槽 5ｍ3 日 0.38
〃 30ｍ3×2台 日 0.75
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.38
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.75
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.38
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.38
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.12
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.38 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.38 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.38
動力費 ℓ 204 上記※を除く
用水費 ｍ3 7.40
特  許  料  金 ｍ3 4.71

改良径：180°－ｒ4.0m　改良深：1.500m　掘削深：4.200m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.41
特 殊 作 業 員 人 1.22
普 通 作 業 員 人 1.22
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.81
材料費 標準タイプ ｍ3 3.96
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 3.20
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.96

プレジェット ｍ3 1.62
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.41

回転制御装置 日 0.41
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.41
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.41

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.41
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.41
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.41
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.41

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.41
流量計 0～400L/分 日 0.41
集塵機 60ｍ3/分 日 0.41
水槽 5ｍ3 日 0.41
〃 30ｍ3×2台 日 0.81
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.41
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.81
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.41
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.41
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.22
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.41 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.41 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.41
動力費 ℓ 220 上記※を除く
用水費 ｍ3 11.50
特  許  料  金 ｍ3 9.420
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地盤改良歩掛表

音③-1　開削区間L=89.823m

改良径：180°－ｒ4.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.400m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.40
特 殊 作 業 員 人 1.18
普 通 作 業 員 人 1.18
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.79
材料費 標準タイプ ｍ3 3.96
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.40
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.96

プレジェット ｍ3 1.62
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.40

回転制御装置 日 0.40
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.40
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.40

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.40
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.40
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.40
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.40

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.40
流量計 0～400L/分 日 0.40
集塵機 60ｍ3/分 日 0.40
水槽 5ｍ3 日 0.40
〃 30ｍ3×2台 日 0.79
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.40
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.79
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.40
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.40
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.18
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.40 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.40 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.40
動力費 ℓ 214 上記※を除く
用水費 ｍ3 10.20
特  許  料  金 ｍ3 9.42

改良径：248°－ｒ3.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.400m　タイプ ：V1 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.43
特 殊 作 業 員 人 1.28
普 通 作 業 員 人 1.28
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.86
材料費 標準タイプ ｍ3 3.04
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.40
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.04

プレジェット ｍ3 1.26
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.43

回転制御装置 日 0.43
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.43
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.43

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.43
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.43
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.43
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.43

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.43
流量計 0～400L/分 日 0.43
集塵機 60ｍ3/分 日 0.43
水槽 5ｍ3 日 0.43
〃 20ｍ3 日 0.43
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.43
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.86
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.43
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.43
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.28
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.43 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.43 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.43
動力費 ℓ 147 上記※を除く
用水費 ｍ3 8.70
特  許  料  金 ｍ3 7.301
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改良径：180°－ｒ5.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.400m　タイプ ：V3 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.54
特 殊 作 業 員 人 1.62
普 通 作 業 員 人 1.62
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 1.08
材料費 標準タイプ ｍ3 5.94
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.40
造成損耗材料費 造成 ｍ3 5.94

プレジェット ｍ3 2.43
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　 日 0.54

回転制御装置 日 0.54
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、270L/分 日 0.54
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.54

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.54
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.54
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.54
セメントスラリープラント 40～48ｍ

3
/時間 日 0.54

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ×2台 日 1.08
流量計 0～400L/分×2台 日 1.08
集塵機 60ｍ3/分 日 0.54
水槽 10ｍ3 日 0.54
〃 30ｍ3×2台 日 1.08
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.54
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 1.08
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ×2台 日 1.08
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.54
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.62
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.54 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.54 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.54
動力費 ℓ 368 上記※を除く
用水費 ｍ3 16.60
特  許  料  金 ｍ3 14.719

改良径：292°－ｒ4.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.400m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.52
特 殊 作 業 員 人 1.54
普 通 作 業 員 人 1.54
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 1.03
材料費 標準タイプ ｍ3 6.34
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.40
造成損耗材料費 造成 ｍ3 6.34

プレジェット ｍ3 2.70
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.52

回転制御装置 日 0.52
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.52
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.52

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.52
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.52
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.52
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.52

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.52
流量計 0～400L/分 日 0.52
集塵機 60ｍ3/分 日 0.52
水槽 5ｍ3 日 0.52
〃 30ｍ3×2台 日 1.03
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.52
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 1.03
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.52
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.52
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.54
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.52 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.52 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.52
動力費 ℓ 280 上記※を除く
用水費 ｍ3 15.50
特  許  料  金 ｍ3 15.281
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地盤改良歩掛表

音③-2　開削区間L=58.632m

改良径：180°－ｒ4.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.200m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.44
特 殊 作 業 員 人 1.31
普 通 作 業 員 人 1.31
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.87
材料費 標準タイプ ｍ3 3.96
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.20
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.96

プレジェット ｍ3 1.62
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.44

回転制御装置 日 0.44
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.44
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.44

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.44
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.44
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.44
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.44

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.44
流量計 0～400L/分 日 0.44
集塵機 60ｍ3/分 日 0.44
水槽 5ｍ3 日 0.44
〃 30ｍ3×2台 日 0.87
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.44
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.87
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.44
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.44
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.31
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.44 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.44 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.44
動力費 ℓ 236 上記※を除く
用水費 ｍ3 10.20
特  許  料  金 ｍ3 9.42

改良径：180°－ｒ4.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.800m　タイプ ：V2 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.46
特 殊 作 業 員 人 1.36
普 通 作 業 員 人 1.36
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 0.91
材料費 標準タイプ ｍ3 3.96
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.80
造成損耗材料費 造成 ｍ3 3.96

プレジェット ｍ3 1.62
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式　35.5kw 日 0.46

回転制御装置 日 0.46
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、180L/分 日 0.46
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.46

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.46
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.46
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.46
セメントスラリープラント 24ｍ

3
/時間 日 0.46

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ 日 0.46
流量計 0～400L/分 日 0.46
集塵機 60ｍ3/分 日 0.46
水槽 5ｍ3 日 0.46
〃 30ｍ3×2台 日 0.91
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.46
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 0.91
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ 日 0.46
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.46
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.36
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.46 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.46 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.46
動力費 ℓ 247 上記※を除く
用水費 ｍ3 11.10
特  許  料  金 ｍ3 9.42
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改良径：180°－ｒ5.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.800m　タイプ ：V3 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.54
特 殊 作 業 員 人 1.60
普 通 作 業 員 人 1.60
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 1.07
材料費 標準タイプ ｍ3 5.94
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.80
造成損耗材料費 造成 ｍ3 5.94

プレジェット ｍ3 2.43
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式 日 0.54

回転制御装置 日 0.54
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、270L/分 日 0.54
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.54

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.54
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.54
固化材サイロ 30ｔ移動型 日 0.54
セメントスラリープラント 40～48ｍ

3
/時間 日 0.54

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ×2台 日 1.07
流量計 0～400L/分×2台 日 1.07
集塵機 60ｍ3/分 日 0.54
水槽 10ｍ3 日 0.54
〃 30ｍ3×2台 日 1.07
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.54
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 1.07
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ×2台 日 1.07
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.54
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.60
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.54 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.54 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.54
動力費 ℓ 368 上記※を除く
用水費 ｍ3 17.10
特  許  料  金 ｍ3 14.719

改良径：360°－ｒ5.0m　改良深：1.500m　掘削深：5.800m　タイプ ：V3 （1本当たり）
種目 規格 単位 数量 摘要

世    話    役 人 0.54
特 殊 作 業 員 人 1.60
普 通 作 業 員 人 1.60
普 通 作 業 員（排泥処理） 人 1.07
材料費 標準タイプ ｍ3 11.88
削孔用損耗材料費 粘 性 土 ｍ 4.80
造成損耗材料費 造成 ｍ3 11.88

プレジェット ｍ3 4.86
Ｖ－ＪＥＴマシン損料 自動引上げ式 日 0.54
超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 圧力35MPa、270L/分×2台 日 1.07
エアーコンプレッサー損料 10.5～11.0Nｍ

3
/分 日 0.54

二重管モニター損料 特殊揺動モニター 日 0.54
ボーリングポンプ 200L/分 日 0.54
固化材サイロ 30ｔ移動型×2台 日 1.07
セメントスラリープラント 40～48ｍ

3
/時間 日 0.54

補助加圧ポンプ 口径80㎜、揚程15ｍ×2台 日 1.07
流量計 0～400L/分×2台 日 1.07
集塵機 60ｍ3/分 日 0.54
水槽 10ｍ3 日 0.54
〃 30ｍ3×2台 日 1.07
サンドポンプ 口径100㎜、揚程50ｍ 日 0.54
高圧洗浄機 4.9MPa×2台 日 1.07
水中ポンプ 口径100㎜、揚程20ｍ×2台 日 1.07
〃 口径80㎜、揚程20ｍ 日 0.54
〃 口径50㎜、揚程30ｍ×3台 日 1.60
発動発電機 200V/220V,100kVA/125kVA 日 0.54 ※
〃 200V/220V,125kVA/150kVA 日 0.54 ※
クレーン賃料 25ｔ吊ラフター 日 0.54
動力費 ℓ 653 上記※を除く
用水費 ｍ3 21.70
特  許  料  金 ｍ3 29.438
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